
平成 16 年 2 月 10 日

各 位

株式会社 りそなホールディングス

（コード番号 ８３０８）

株式会社 りそな銀行      

株式会社 近畿大阪銀行

株式会社りそな銀行並びに株式会社近畿大阪銀行

の資本金、資本準備金の減少に関するお知らせ

 当社の子会社である株式会社りそな銀行（社長 野村 正朗）並びに株式会社近畿大阪銀行（社

長 水田 廣行）は、平成 16 年 2 月 10 日開催の各社の取締役会において、平成 16 年 2 月 16
日に開催を予定している各社の臨時株主総会に、それぞれ下記の議案を付議することを決議

しましたのでおしらせいたします。

記

１ 議案 【りそな銀行並びに近畿大阪銀行】

 資本金を減少する件及び資本準備金を減少する件

２ 資本金及び資本準備金の減少の目的【りそな銀行並びに近畿大阪銀行】

 資産の健全化に向けた取組みの一環として、平成 15 年 9 月期の中間決算におきまして、

持続的な黒字経営への体質転換を目指し、将来のリスク要因を積極的に排除・極小化する

ために財務改革を断行、大幅な損失を計上いたしました。この処理による当期損失に対処

するために、資本金及び資本準備金を減少するものです。

３ 資本金及び資本準備金の減少の要領

（１） 減少すべき資本金及び資本準備金の額

【りそな銀行】

 同社の資本金 1,051,799,569,396 円を 771,871,060,565 円減少し、279,928,508,831 円、

資本準備金 980,000,000,100 円を 700,071,491,269 円減少し、279,928,508,831 円といたし

ます。

【近畿大阪銀行】

 同社の資本金 223,105,310,994 円を 184,133,777,991 円減少し、38,971,533,003 円、資本

準備金 159,917,298,600 円を 120,945,765,597 円減少し、38,971,533,003 円といたします。

（２） 減少の方法【りそな銀行並びに近畿大阪銀行】

発行済株式数並びに資本の部合計に変更はありません。

４ 日程【りそな銀行並びに近畿大阪銀行】

（１） 取締役会決議                                    平成 16 年 2 月 10 日

（２） 株主総会決議                                    平成 16 年 2 月 16 日（予定）

（３） 債権者異議申述最終期日                          平成 16 年 3 月 26 日（予定）

以上


